
 

 

 

埼玉県総務部学事課 

 

 埼玉県では、東日本大震災（ただし原子力災害被災地域において被災したものに限

る）で被災し、本県に避難しているお子さんが県内の私立幼稚園及び幼保連携型認定

こども園に在園している場合、在籍園を通じて保育料等の一部を補助しています。 

 

 

 

 ①私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園 

    … 東日本大震災で被災し、避難している幼児を受け入れており、かつ 

     当該幼児の保育料等軽減を実施している私立幼稚園及び幼保連携型認 

     定こども園 

 ②幼児… 東日本大震災で被災し、埼玉県内の私立幼稚園及び幼保連携型認定こ 

     ども園に在園している幼児（満３歳に達しない者、就学年齢に達して 

     いる者は除く。） 

      ※ 幼保連携型認定こども園については１号認定子どものみ 

      

・「被災」の認定については、下記の３つの要件を全て満たす世帯を対象とします。 

 

 ① 「対象被災地域について※３」に掲げる市町村から避難してきた世帯 

 ② 罹災証明書等で、被災の証明ができる世帯※１ 

  ③  令和６年度市町村民税の課税標準額（課税所得額）に６％を掛けた額  

   から、市町村民税の調整控除額を引いた額が１５４，５００円未満であ  

   る世帯  

  （年収の目安：５９０万円未満）※２ 

 

 ※１ 特別な理由により、罹災証明書等が発行されない場合は、各園に御相談    

   ください。 

 ※２ 原則、親権者（両親がいる場合は２名の合算額）、親権者がいない場合は扶   

  養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者。 

 

 

 

東日本大震災による家計急変世帯の保護者の方へ 

   対象となる園・幼児 １ 



 ※３ （対象被災地域について）  

・警戒区域又は計画的避難区域に居住していた者 

・緊急時避難準備区域、屋内退避指示が出ていた区域、特定避難勧奨地点に居住して

いた者のうち市町村の判断により避難した者 

※具体的な地域については下記ＵＲＬ（福島県ホームページ p.7）参照 

  https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/254764.pdf 

・全域が対象：富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、広野町、楢葉町、葛尾村、   

        飯舘村 

・一部地域が対象：田村市、南相馬市、川俣町、伊達市 

 

 

 

  

 ①入園料（入園受入準備費） 

 ②保育料（基本負担額） 

 ※令和６年４月から令和７年３月の間でお子さんが県内の私立幼稚園及び幼保連 

 携型認定こども園に在籍している月分のものに限ります。 

 ③施設整備費等（特定負担額・上乗せ徴収） 

 ④その他義務的に納付する経費（各園により異なります。） 

 （例）冷暖房費、教材費 

 

  

 

 ※計算方法（手順） 

 （１）今年度の保護者負担額を算出します。 

  ①入園料（Ａ） ②施設整備費（Ｂ）  

  ③保育料（在籍月数×月額保育料）（Ｃ） ④その他経費（Ｄ）  

    

  

 （２）公的補助金の合計金額を上記合計額から引きます。 

  

   （１）の合計金額 － 公的補助金の合計金額 

   （Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

   ＝今年度の実際の保護者負担額 

 

  

 

   補助対象経費 ２ 

   補助額の算定方法・例 ３ 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/254764.pdf


（３）上記の計算で算出した今年度の実際の保護者負担額と、令和６年度補助限度 

   額４２８，３３２円を比較して低い方の額が、県からの補助限度額となります

（この金額を上限に保育料等が減免されます。）。 

【例】 

 入 園 料…７０,０００円 

    施設整備費…年間 5,０００円 

 月額の保育料…２６,０００円 

 公的補助金…２５７，０００円（無償化対象分２５，７００円×１０月） 

 在 籍 月 数…１０か月（６月～３月）  

    

 

 （１）今年度の保護者負担額 

    入園料（７０,０００円）＋施設整備費（5,０００円）＋ 

    保育料（２６，０００円×１０か月）  ＝保護者負担額 

           （３３５，０００円） 

 （２）（１）の合計金額  －  公的補助金額  

   （３３５，０００円）  （２５７，０００円） ＝実際の保護者負担額 

        （７８,０００円） 

 （３）実際の保護者負担額と４２８，３３２円の低い額    

    （７８,０００円）       ＝県からの補助限度額 

                  （７８,０００円） 

 （４）７８,０００円を上限として、保育料等が減免されます。 

 

 

 

 

            

 

 

       

      ①証明書類の提出        ②資格の有無を照会 

      ④申請書用紙の配布       ③資格の有無を回答 

      ⑤軽減申請書の提出         

      ⑥保育料等の軽減         補助金の申請 

      ⑦軽減確認書の提出        補助金の交付 

 

 

 

   制度の仕組み ４ 
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埼玉県 



 

①について 

  補助を希望する場合は、以下の書類を各園に提出してください。 

 ・罹災証明書等、被災が証明できる書類（写し） 

 ・住民票（世帯の全員が記載されているもの） 

  ※ 今後、退園・転園の予定がある世帯におかれましては、在園時の住民票をあ

らかじめ取得しておいてください。 

 ・従前の住所が分かる書類（免許証の写しなど） 

  ※ 罹災証明書等に記載がある場合は、提出不要です。 

 ・保護者等の令和６年度の市町村民税所得割課税標準額が分かる書類（市町村民税・  

  県民税課税証明書（所得証明書）など） 

 ※ 課税証明書には「市町村民税の所得割の課税標準額」及び「市町村民税の調整

控除額」の記載が必要となります。 

 ※ 市役所等の発行元職員により、課税証明書に調整控除の額を手書きしていただ

いたものでも結構です。 

  

⑤について 

  県から、「補助対象資格あり」と回答があった場合は、以下の書類を各園へ提出 

 してください。 

 ・被災幼児保育料等軽減申請書 

 

⑦について 

  幼稚園等から、保育料等の軽減を受けた場合には、以下の書類を各園へ提出して 

 ください。 

 ・被災幼児保育料等軽減確認書 

 

 

※御不明な点がありましたら、在園している幼稚園等にお問い合わせください。 
 
 

 


